
（平成２４年５月３０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認京都地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件



                      

  

京都国民年金 事案 2574 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 28 年生  

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 55 年１月から同年３月まで 

    申立期間当時、夫は自営業であったが、生活が困窮したため、国民年

金保険料の納付が困難となり、夫婦二人分の保険料の免除申請を行った

はずなのに、申立期間について、夫は免除とされているが、私は未納と

されているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、国民年金保険料の免除申請の審査は世帯単位で行われて

おり、申立人の夫は、申立期間について申請免除期間とされていることが

特殊台帳により確認でき、本申立てを受け付けた年金事務所も「配偶者の

一方だけが免除承認されていることは不自然である。」としていることから

も、夫婦の免除申請手続を行っていたとする申立人が、申立期間に係る免

除申請手続を行わなかったとは考え難い。 

   また、申立人とその夫は、申立期間直前の昭和 54 年４月から同年 12 月

までの期間の国民年金保険料を 56 年５月 20 日に過年度納付し、申立期間

直後の 55 年４月から 56 年３月までの期間は、夫婦共に申請免除期間であ

ることが上記の特殊台帳により確認できることから、申立期間当時、夫婦

は同様の納付行動をとっていたものと考えられ、申立期間についても保険

料の免除申請手続が行われていたものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を免除されていたものと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 2835 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、Ｂ株式

会社）における資格の取得日に係る記録を昭和 48 年６月７日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 13 年生  

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年６月７日から同年７月１日まで 

   昭和 32 年３月１日に株式会社Ｃに入社し、48 年６月７日に子会社で

ある株式会社Ａに転籍したが、記録されている株式会社Ａでの厚生年金

保険被保険者資格取得日は 48 年７月１日とされている。調査の上、記録

を訂正して欲しい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社の回答、同社が保管する辞令リスト、雇用保険の加入記録及

び申立人と同時期に株式会社Ｃから株式会社Ａに移籍した元同僚が所持す

る給与明細書から判断すると、申立人は、株式会社Ｃ及び関連会社である

株式会社Ａに継続して勤務し（昭和 48 年６月７日に、株式会社Ｃから株式

会社Ａに移籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 48 年７月にお

ける社会保険事務所（当時）の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、株式会社Ａの厚生年金保険の新規適用日は、



                      

  

上記同僚のあっせん（申立期間について、他委員会の決定に基づき、平成

23 年６月 17 日付けで年金記録を訂正することが必要であるとの通知が行

われている。）により昭和 48 年７月１日から同年６月７日に訂正されてい

るものの、申立期間当時において適用事業所とされていなかったことから、

社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 2575 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年６月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月から 52 年３月まで 

   父親又は母親が国民年金の加入手続を行い、母親が申立期間の国民年

金保険料を納付してくれていた。私自身、国民年金の加入手続を行った

記憶はないが、母親が、当時、集金に来た職員に支払っている光景を見

たことがある。申立期間が未納とされていることには納得できないので、

調査してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親又は母親が国民年金の加入手続を行い、母親が申立

期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付するに

は、申立期間当時に申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されて

いることが必要であるが、申立人の同手帳記号番号は、昭和 55 年１月に払

い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認でき、申立内容と

は符合しない。 

   また、申立人は、昭和 54 年 12 月 16 日付けで初めて国民年金被保険者資

格を取得していることがＡ県Ｂ市の国民年金被保険者名簿により確認でき、

これは、オンライン記録とも符合することから、申立期間は国民年金に未

加入の期間であり、申立期間の国民年金保険料を納付できなかったものと

考えられる。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間



                      

  

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、申立人に

ついて、同手帳記号番号払出簿検索システムにより、Ｃ県内、Ａ県内及び

Ｄ県内全てを対象に｢Ｅ（漢字）｣、｢Ｆ（カナ）｣及び｢Ｇ（カナ）｣で検索

し、オンライン記録により、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者は

おらず、別の同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も存しない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2576 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年８月から 53年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年８月から 53 年３月まで 

   私は、昭和 49 年６月に 18 歳で結婚した。夫は独身の頃から国民年金

保険料を納付しており、私も 20 歳になったら必ず保険料を納付するよう

に言われていた。20 歳の誕生日前に納付書が送付され、その時以来、夫

の分と一緒に郵便局かＡ銀行で欠かさず納付していた。申立期間が未納

とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳の誕生日前に国民年金保険料の納付書が送付されてきた

ので、申立期間を含め保険料をその夫の分と一緒に納付していたと主張し

ている。 

   しかしながら、申立人が、その主張どおりに申立期間の国民年金保険料

を納付するためには、申立期間当時、国民年金に加入していることが必要

であるが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の被保険者の記録から、

申立人は、昭和 53 年４月に加入したものと推認でき、このことは、Ｂ市が

国民年金の加入状況、保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納

リストに、申立人は昭和 52 年度から登載されていることとも整合しており、

申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点で、申立期間の国民年金

保険料を納付するには過年度納付及び現年度納付によることとなるが、申

立人からは遡って納付したとの主張は無い上、現年度納付が可能な昭和 52

年４月から 53 年３月までは、上記の国民年金収滞納リストにおいて未納で



                      

  

あることが確認でき、これはオンライン記録とも一致している。 

   なお、申立人が所持する年金手帳に、「はじめて被保険者となった日 昭

和 50 年８月３日」と記載されているが、これは、その日が、制度上、国民

年金の被保険者資格を取得した日であることを示すものであり、加入手続

日やその日以降の国民年金保険料を納付したことを示すものではない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 2577 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年 10月から 47年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 47 年７月まで 

   私が 20 歳になった昭和 44 年＊月頃、母親がＡ市Ｂ区役所で、自身と

私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も集金人に納付してく

れていた。申立期間が未納とされていることには納得できないので、調

査してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 44 年＊月頃、その母親がＡ市Ｂ区役所で、

自身と申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を

納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 52 年 10 月にＣ県Ｄ市で払い出されていることが、同手

帳記号番号払出簿により確認できることから、申立人は、この頃国民年金

に加入したものと推認でき、この時点で、申立期間は既に時効により保険

料を納付できない期間であり、これを納付するには特例納付によることと

なるが、特例納付が実施されていた時期ではない。 

   また、申立人と一緒に国民年金の加入手続を行ったとする申立人の母親

は、国民年金被保険者資格を昭和 46 年 12 月 10 日に任意の種別で新規に取

得していることが、Ａ市の国民年金被保険者名簿で確認でき、任意加入者

は遡って同被保険者資格を取得できないことから、申立人の母親の加入手

続は、前記の資格取得日に行われたものと推認できるところ、申立人につ

いては、上記のとおり、52 年 10 月頃に国民年金の加入手続がなされたも



                      

  

のと推認されることから、申立人の母親が自身の国民年金保険料と共に申

立人の申立期間に係る保険料を納付できなかったものと考えられる。 

  なお、申立人が所持する年金手帳に、「初めて被保険者となった日 昭和

44 年 10 月６日」と記載されているが、これは、その日が、制度上、国民

年金の被保険者資格を取得した日であることを示すものであり、加入手続

日やその日以降の国民年金保険料を納付したことを示すものではない。 

  さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、同手帳記

号番号払出簿検索システムにより、Ｅ県内及びＣ県内全てを対象に「Ｆ（漢

字）」及び「Ｇ（カナ）」で検索し、オンライン記録により氏名を複数の読

み方で検索したが、該当者はおらず、別の同手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も存しない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2836 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 18 年生  

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年８月１日から 47 年５月１日まで 

            ② 昭和 50 年４月１日から 52 年４月１日まで 

   申立期間①においては、Ａ社（法人格は、不明）に、また申立期間②

においては、株式会社Ｂに、それぞれ勤務していたが、オンライン記録

ではその期間について厚生年金保険に未加入となっていることは考えら

れないので申立期間①及び②について厚生年金保険の記録を訂正してほ

しい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が勤務したと主張するＡ社は、オンライン

記録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い上、当該事業

所に係る法人登記簿も確認できないため、申立人の申立期間①に係る勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、申立人は、当時の事業主及び同僚の記憶が曖昧であり、照会を行

うことができない。 

   さらに、申立人は、Ａ社は飲食業であったと主張していることから、関

連業界団体を統括しているＣ社へ照会したが、該当する事業所は見当たら

ないとの回答であった。 

   加えて、申立人のＡ社に係る雇用保険加入記録は確認できない。 

   申立期間②について、株式会社Ｂの元事業主は、「申立人は、期間は不明

だが当社に勤務していた。」と回答していることから、期間の特定はできな

いものの、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 



                      

  

   しかし、元事業主は、「当時の資料は保管していない。また、当時は人の

異動が激しく、厚生年金保険への加入を希望する人がいなかった。当時、

厚生年金保険に加入していたのは社長のみであり、申立人は、勤務はして

いたが厚生年金保険には加入しておらず厚生年金保険料も控除していな

い。」と回答している上、オンライン記録においても、申立期間当時、当該

事業所で厚生年金保険の被保険者となっている者は、事業主以外見当たら

ない。 

  また、複数の同僚に照会したが、申立人について記憶している者は無く、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

  さらに、株式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険適用事業所名簿におい

て申立人及び申立人が記憶している同僚の氏名は記載されていないことが

確認できる。 

  加えて、申立人の株式会社Ｂに係る雇用保険加入記録は確認できない。 

  このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2837 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年７月 26 日から 35 年７月 21 日まで 

   厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無

いことが分かった。当該期間は同社で勤務していたはずであり、加入記

録が無いことは納得できない。申立期間について厚生年金保険加入記録

を訂正してほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求 

    めて行ったものである。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立内容について、Ｂ株式会社に照会を行ったところ、申立期間当時の

人事記録や給与台帳等の資料が存在しないと回答していることから、申立

人の申立期間における勤務実態及び給与からの厚生年金保険料控除につい

て確認できない。 

   また、Ａ株式会社で申立期間当時に勤務していた複数の元従業員に照会

したものの、申立人の勤務実態について確認できる具体的な供述を得るこ

とはできなかった。 

   さらに、申立人の妻は、「夫は、昭和 31 年７月からＡ株式会社に勤務し

ていた。」と主張しているところ、昭和 33 年４月からＡ株式会社に勤務し

ていた申立人の元同僚は、「申立人が入社したのは自分より１、２年後だっ

た。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



                      

  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




